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献
血
に
ご
協
力
を

日
に
ち
＝
７
月
１７
日
㈫

時
間
＝
▼
午
前
１０
時
１５

分
～
１１
時
３０
分
▼
午
後
１
時
～
４
時

場
所
＝
ア
ル
・
プ
ラ
ザ
京
田
辺

問
合
せ
先
＝
健
康
推
進
課
（
☎
６４
・

１
３
３
５
）

市
国
民
健
康
保
険

特
定
健
康
診
査

市
は
、
特
定
健
康
診
査
・

特
定
保
健
指
導
を
行
い
ま
す
。
病
気

の
早
期
発
見
や
生
活
習
慣
の
改
善
に

つ
な
げ
、
健
康
な
毎
日
を
送
り
ま

し
ょ
う
。

期
間
＝
８
月
３１
日
㈮
ま
で

場
所
＝
指
定
医
療
機
関

対
象
者
に
郵
送
す
る
受
診
案
内
で
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
＝
市
国
民
健
康
保
険（
市
国
保
）

に
加
入
す
る
４０
～
７４
歳
（
昭
和
１８
年

８
月
１
日
～
同
５４
年
３
月
３１
日
生
）

の
人

市
国
保
の
人
間
ド
ッ
ク
受
診
者
を
除

き
ま
す
。

健
診
項
目
＝
問
診
、
身
体
計
測
、
血

圧
測
定
、
尿
・
血
液
・
心
電
図
検
査
、

医
師
に
よ
る
診
察
な
ど

問
合
せ
先
＝
▼
国
保
医
療
課
（
☎

６４
・
１
３
３
２
）
▼
健
康
推
進
課
（
☎

６４
・
１
３
３
５
）

自
殺
予
防
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー

養
成
研
修
会
（
基
礎
編
）

市
は
、
悩
ん
で
い
る
人
に
気
付
い
て

必
要
な
支
援
に
つ
な
げ
、
見
守
る
人

を
養
成
す
る
自
殺
予
防
ゲ
ー
ト
キ
ー

パ
ー
養
成
研
修
会
の
参
加
者
を
募
集

し
ま
す
。

日
に
ち
＝
７
月
２９
日
㈰

時
間
＝
午
後
１
時
３０
分
～
３
時
３０
分

場
所
＝
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー

講
師
＝
京
都
文
教
大
学
臨
床
心
理
学

部
准
教
授
の
松
田
美
枝
さ
ん

定
員
＝
先
着
５０
人

申
込
方
法
＝
電
話
・
℻
・
は
が
き
で
、

氏
名
・
住
所
・
電
話
番
号
を
連
絡
し

て
く
だ
さ
い

し
め
き
り
＝
７
月
２３
日
㈪
（
当
日
消

印
有
効
）

手
話
通
訳
・
要
約
筆
記
・
磁
気
ル
ー
プ

シ
ス
テ
ム
が
必
要
な
人
は
、
７
月
１７
日

㈫
ま
で
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。　

申
込
・
問
合
せ
先
＝
障
害
者
生

活
支
援
セ
ン
タ
ー
ふ
ら
っ
と

（
〒
６
１
０
・
０
３
６
１
京
田
辺
市
河

原
食
田
１０
・
２３
、
☎
６８
・
１
０
７
０
、

℻
６８
・
１
０
７
１
）

車
い
す
体
験
・

施
設
ふ
れ
あ
い
講
座

日
に
ち
＝
７
月
１２
日
㈭

時
間
＝
午
後
１
時
３０
分
～
４
時

場
所
＝
府
立
洛
南
寮

対
象
＝
市
内
に
在
住
・
通
勤
す
る
人

内
容
＝
▼
救
護
施
設
の
現
状
に
つ
い

て
▼
車
い
す
の
体
験
や
施
設
利
用
者

と
の
交
流

費
用
＝
無
料
（
飲
み
物
代
が
必
要
）

申
込
方
法
＝
電
話
で
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い

し
め
き
り
＝
７
月
９
日
㈪

申
込
・
問
合
せ
先
＝
社
会
福
祉
協

議
会
（
☎
６２
・
２
２
２
２
、
℻
６５
・

４
９
６
２
）

お
片
づ
け
相
談

日
に
ち
＝
７
月
５
日
㈭

時
間
＝
午
後
１
時
３０
分
～
４
時

場
所
＝
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー

対
象
＝
市
内
に
在
住
す
る
高
齢
者
・

障
が
い
者

内
容
＝
家
の
中
の
荷
物
が
多
す
ぎ
て

足
の
踏
み
場
が
な
い
な
ど
の
相
談
に

応
じ
ま
す
。
家
具
の
移
動
や
引
っ
越

し
の
手
伝
い
は
で
き
ま
せ
ん

問
合
せ
先
＝
社
会
福
祉
協
議
会
（
☎

６２
・
５
４
４
７
）

見
え
な
い
・
見
え
に
く
い
人
の

サ
テ
ラ
イ
ト
事
業

日
に
ち
＝
７
月
１１
日
㈬

時
間
・
内
容
＝
▼
午
前
１０
時
３０
分
～

正
午
…
個
別
相
談
・
訓
練
▼
午
後
１

時
～
３
時
…
サ
ロ
ン「
ア
イ
フ
ォ
ン
・

ア
イ
パ
ッ
ド
」

場
所
＝
障
害
者
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー

ふ
ら
っ
と

申
込
方
法
＝
個
別
相
談
・
訓
練
は
電

話
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い

申
込
・
問
合
せ
先
＝
京
都
ラ

イ
ト
ハ
ウ
ス
鳥
居
寮
（
☎

０
７
５
・
４
６
３
・
６
４
５
５
）

聴
覚
障
害
児
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

日
に
ち
＝
７
月
２５
日
㈬
・
３１
日
㈫
、

８
月
１
日
㈬
・
４
日
㈯
・
６
日
㈪
・

１７
日
㈮
・
２２
日
㈬
・
ほ
か
２
日	

時
間
＝
午
前
１０
時
～
午
後
３
時

場
所
＝
府
聴
覚
言
語
障
害
セ
ン
タ
ー

（
城
陽
市
）
な
ど

内
容
＝
映
画
鑑
賞
・
調
理
実
習
・

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
・
流
し
そ
う
め
ん

な
ど

対
象
＝
聴
覚
障
が
い
の
あ
る
小
・
中

学
生
や
き
ょ
う
だ
い
・
友
達

参
加
費
＝
各
日
３
０
０
円
（
材
料
費

が
掛
か
る
場
合
は
連
絡
し
ま
す
）

し
め
き
り
＝
７
月
１８
日
㈬

申
込
方
法
＝
電
話
・
℻
で
、
氏
名
・

住
所
・
電
話
番
号
・
℻
・
子
ど
も
の

年
齢
・
聞
こ
え
の
程
度
・
参
加
日
を

連
絡
し
て
く
だ
さ
い

申
込
・
問
合
せ
先
＝
聴
覚
障
害
児

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
実
行
委
員
会
事
務

局
（
☎
３０
・
９
０
０
０
、
℻
５５
・

７
７
０
８
）

難
聴
の
子
ど
も
を
サ
ポ
ー
ト

に
じ
っ
こ
・
城
陽

日
に
ち
＝
７
月
１４
日
㈯

時
間
＝
午
前
１１
時
～
午
後
２
時
（
受

け
付
け
は
午
前
１０
時
３０
分
か
ら
）

場
所
＝
府
聴
覚
言
語
障
害
セ
ン
タ
ー

（
城
陽
市
）

対
象
＝
聞
こ
え
に
く
い
子
ど
も
と
家

族
・
子
ど
も
の
聞
こ
え
に
不
安
を
感

じ
て
い
る
家
族
な
ど

内
容
＝
友
達
や
マ
マ
友
・
パ
パ
友
を

つ
く
っ
て
交
流
し
ま
し
ょ
う
。弁
当
・

飲
み
物
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い

申
込
方
法
＝
℻
か
電
話
で
、
氏
名
・

住
所
・
連
絡
先
・
子
ど
も
の
年
齢
・

聞
こ
え
の
程
度
を
連
絡
し
て
く
だ
さ

い申
込
・
問
合
せ
先
＝
京
都
府
聴

覚
言
語
障
害
セ
ン
タ
ー
（
☎
３０
・

９
０
０
０
、
℻
５５
・
７
７
０
８
）

綴
喜
連
合
母
子
会

い
き
い
き
ふ
れ
あ
い
事
業

日
に
ち
＝
７
月
２９
日
㈰

集
合
時
間
＝
午
前
９
時
（
午
後
５
時

３０
分
ご
ろ
解
散
）

集
合
・
解
散
場
所
＝
京
田
辺
市
役
所

対
象
＝
京
田
辺
・
八
幡
市
に
在
住
す

る
ひ
と
り
親
家
庭
の
親
子

行
き
先
＝
ロ
ー
ザ
ン
ベ
リ
ー
多
和
田

（
滋
賀
県
米
原
市
）

定
員
＝
先
着
４５
人

費
用
＝
▼
高
校
生
以
上
…
３
千

円
（
京
田
辺
さ
く
ら
会
員
は

２
千
５
０
０
円
）
▼
中
学
生
以
下
…

１
千
円

申
込
方
法
＝
電
話
で
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い

し
め
き
り
＝
７
月
１０
日
㈫

申
込
・
問
合
せ
先
＝
綴
喜

連
合
母
子
会
▼
金
谷
（
☎

６２
・
５
５
９
９
）
▼
梁
間
（
☎

０
７
５
・
９
８
１
・
５
７
６
１
）

福
祉
医
療
費
助
成
制
度

市
は
、
市
内
に
在
住
す
る
健
康
保
険

の
加
入
者
を
対
象
に
、
医
療
費
の
自

己
負
担
額
を
助
成
す
る
福
祉
医
療
費

助
成
制
度
（
＝
下
表
）
を
設
け
て
い

ま
す
。

■
受
給
者
証
を
更
新

７
月
は
同
制
度
の
受
給
者
証
の
更

新
月
で
す
。
現
在
交
付
を
受
け
て
い

る
人
に
は
、
申
請
書
な
ど
を
送
付
し

て
い
ま
す
。
更
新
手
続
き
を
行
い
、

引
き
続
き
対
象
と
な
る
人
に
は
、
７

月
中
に
新
し
い
受
給
者
証
を
郵
送

し
ま
す
の
で
、
８
月
か
ら
は
新
し
い

受
給
者
証
で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

手
続
き
が
ま
だ
の
人
や
、
新
た
に
対

象
と
な
る
人
は
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

な
お
、老
人
医
療
制
度
は
世
帯
構
成
・

前
年
の
収
入
な
ど
で
該
当
・
非
該
当

が
決
ま
り
ま
す
。
非
該
当
と
な
っ
た

人
に
は
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
一
部
負
担
金
限
度
額
適
用
認
定
証

の
対
象
者
も
申
請
を

住
民
税
非
課
税
世
帯
で
「
福
祉
医
療

費
の
一
部
負
担
金
限
度
額
適
用
認
定

証
」
を
持
っ
て
い
る
人
も
、
同
認
定

証
の
更
新
月
で
す
。
引
き
続
き
対
象

と
な
る
人
や
、
新
た
に
該
当
す
る
と

思
わ
れ
る
人
は
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

健
康
保
険
証
・
印
鑑
・
障
害
者
手
帳
・

年
金
証
書
な
ど

【
申
請
期
限
】

７
月
３１
日
㈫

【
申
請
・
問
合
せ
先
】

国
保
医
療
課
（
☎
６４
・
１
３
７
４
）

▼
口
座
振
替
・
自
動
払
込
の
人
は
、

７
月
３０
日
㈪
ま
で
に
登
録
口
座
の
預

貯
金
残
高
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
バ
ー
コ
ー
ド
付
き
の
納
付
書

は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
も
納

付
で
き
ま
す
。

▼
納
期
限
内
に
納
付
さ
れ
な
か
っ
た

と
き
は
、
督
促
状
を
発
送
し
ま
す
。

督
促
状
を
発
送
し
た
場
合
は
、
督
促

手
数
料
２
０
０
円
を
加
算
し
ま
す
。

▼
滞
納
し
た
場
合
、
延
滞
金
を
徴
収

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
滞

納
分
の
税
の
徴
収
は
京
都
地
方
税
機

構
が
行
い
ま
す
。

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ

７
月
９
日
か
ら
販
売
開
始

販
売
期
間
＝
７
月
９
日
㈪
～
８
月
３

日
㈮

販
売
場
所
＝
全
国
の
宝
く
じ
売
り
場

内
容
＝
▼
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く

じ
（
１
等
…
５
億
円
。
前
後
賞
…
各

１
億
円
）
▼
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
ミ
ニ

（
１
等
…
５
千
万
円
。
前
後
賞
…
各

１
千
万
円
）

こ
の
宝
く
じ
の
収
益
金
は
、
市
町
村

の
明
る
く
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に

使
わ
れ
ま
す
。

抽
選
日
＝
８
月
１４
日
㈫

問
合
せ
先
＝
（
公
財
）

京
都
府

市
町
村
振
興
協
会
（
☎

０
７
５
・
４
１
１
・
０
２
０
０
）

リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池

市
の
ご
み
に
出
さ
な
い
で

パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
な
ど
に
使
わ

れ
て
い
る
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池

は
、
圧
縮
や
切
断
で
発
火
す
る
性
質

が
あ
り
ま
す
。
通
常
の
使
用
で
は
危

険
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ご
み
処
理
場

の
よ
う
に
細
か
く
砕
い
た
り
焼
却
し

た
り
す
る
場
所
で
は
、
大
き
な
事
故

に
つ
な
が
り
ま
す
。

リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
は
、
市
の
ご

み
に
は
出
せ
ま
せ
ん
。
ホ
ー
ム
セ
ン

タ
ー
や
家
電
量
販
店
な
ど
に
あ
る
回

収
ボ
ッ
ク
ス
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
＝
清
掃
衛
生
課
（
☎
６８
・

１
２
８
８
）

国
民
年
金
保
険
料

免
除
・
猶
予
の
申
請
受
け
付
け

平
成
３０
年
７
月
～
同
３１
年
６
月
分
の

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・
猶
予
申

請
を
受
け
付
け
ま
す
。

経
済
的
な
理
由
で
国
民
年
金
保
険
料

の
納
付
が
難
し
い
人
は
、
申
請
し
承

認
さ
れ
る
と
、
最
長
２
年
１
カ
月
前

ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
付
を
免
除
・

猶
予
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
学
生
に
は

学
生
納
付
特
例
制
度
が
あ
り
ま
す
。

申
請
せ
ず
未
納
の
ま
ま
で
い
る
と
、

万
が
一
の
と
き
に
障
害
基
礎
年
金
な

ど
を
受
給
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま

す
の
で
、
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
免
除
・
猶
予
の
継
続
審
査
対
象

者
以
外
の
人
は
、
毎
年
申
請
が
必
要

で
す
。

な
お
、
免
除
を
受
け
た
場
合
に
は
、

保
険
料
を
全
額
納
付
し
た
場
合
に
比

べ
て
将
来
受
け
取
る
年
金
額
が
少
な

く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
納
付
猶
予
を

受
け
た
場
合
は
、
１０
年
以
内
に
追
納

す
れ
ば
、
全
額
納
付
し
た
場
合
と
同

額
の
年
金
を
受
け
取
れ
ま
す
。

■
保
険
料
免
除
制
度

対
象
＝
２０
歳
以
上
６０
歳
未
満
で
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

▼
本
人
・
世
帯
主
・
配
偶
者
の
前
年

所
得
が
一
定
額
以
下
▼
失
業
な
ど
で

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
な
い

免
除
額
＝
全
額
・
４
分
の
３
・
半
額
・

４
分
の
１

■
納
付
猶
予
制
度

対
象
＝
２０
歳
以
上
５０
歳
未
満
で
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

▼
本
人
・
配
偶
者
の
前
年
所
得
が
一

定
額
以
下
▼
失
業
な
ど
で
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
が
で
き
な
い

■
申
請
に
必
要
な
も
の

▼
年
金
手
帳
（
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
）
▼
印
鑑

平
成
２８
年
１２
月
３１
日
以
降
に
失
業

し
た
人
は
、
雇
用
保
険
受
給
者
証
・

離
職
票
な
ど
が
必
要
で
す
。
ま
た
、

１
月
２
日
以
降
に
転
入
し
た
人
は
、

平
成
２８
年
分
か
同
２９
年
分
の
所
得

が
分
か
る
書
類
（
所
得
課
税
証
明

書
・
税
務
署
受
付
印
の
あ
る
確
定

申
告
書
の
写
し
な
ど
）
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

【
申
請
・
問
合
せ
先
】

▼
市
民
年
金
課
（
☎
６４
・
１
３
３
３
）

▼
京
都
南
年
金
事
務
所
（
☎

０
７
５
・
６
４
３
・
２
５
４
７
）	

犯
罪
や
非
行
の
な
い

地
域
を
つ
く
ろ
う

７
月
は「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」

の
強
調
月
間
で
す
。
同
運
動
は
、
青

少
年
の
健
全
育
成
・
犯
罪
や
非
行
の

な
い
明
る
い
社
会
を
築
こ
う
と
す
る

全
国
的
な
運
動
で
す
。

６
月
２８
日
、
綴
喜
地
区
保
護
司
会
会

長
の
前
川
金
春
さ
ん
ら
が
市
役
所
を

訪
れ
、
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
へ

の
協
力
を
求
め
る
内
閣
総
理
大
臣
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
石
井
市
長
に
伝
達
し

ま
し
た
。
ま
た
同
期
間
中
は
、
社
会

を
明
る
く
す
る
運
動
京
田
辺
市
推
進

委
員
会
も
、
市
内
で
街
頭
啓
発
な
ど

を
行
い
ま
す
。

問
合
せ
先
＝
人
権
啓
発
推
進
課
（
☎

６４
・
１
３
３
６
）

夏
の
交
通
事
故
防
止

府
民
運
動

７
月
２１
日
㈯
～
３１
日
㈫
は
、
夏
の
交

通
事
故
防
止
府
民
運
動
期
間
で
す
。

期
間
中
、市
と
綴
喜
交
通
安
全
協
会
・

田
辺
警
察
署
は
「
サ
マ
ー
キ
ッ
ズ
交

通
安
全
夏
祭
り
」
を
開
き
ま
す
。

交
通
安
全
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
な
ど
に

参
加
し
て
、
楽
し
く
交
通
安
全
に
つ

い
て
学
び
ま
し
ょ
う
。

日
に
ち
＝
７
月
２５
日
㈬

時
間
＝
午
後
１
時
～
４
時

場
所
＝
田
辺
公
園
プ
ー
ル

対
象
＝
小
学
生
以
下
の
子
ど
も
と
保

護
者

費
用
＝
無
料

屋
外
プ
ー
ル
サ
イ
ド
で
の
イ
ベ
ン
ト

は
プ
ー
ル
入
場
料
が
必
要
で
す
。

問
合
せ
先
＝	

計
画
交
通
課
（
☎
６３
・

１
２
１
９
）

都
市
計
画
公
園

変
更
案

■
説
明
会

日
に
ち
＝
７
月
８
日
㈰

時
間
＝
午
前
１０
時
～
正
午

場
所
＝
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ホ
ー
ル

内
容
＝
都
市
計
画
公
園
の
変
更
に
つ

い
て

■
縦
覧

期
間
＝
７
月
１１
日
㈬
～
２５
日
㈬（
土
・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

時
間
＝
午
前
８
時
３０
分
～
午
後
５
時

１５
分
（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

場
所
＝
計
画
交
通
課

【
問
合
せ
先
】

計
画
交
通
課
（
☎
６３
・
１
２
１
９
）

お
知
ら
せ

Information

健
康
・

　
　福
祉

Health

■記載がないものは、申込不要・無料です

①～④のいずれかに該当する人

ひとり親家庭で、18 歳に達する日以後、最初の
3 月 31 日までの子どもと親

老　人
医　療

制度名 対象者 助成内容

障害者
医　療

ひとり親
家庭医療

医療費の自己負担分の一部を
助成

健康保険で受診したときの
自己負担分を助成

健康保険で受診したときの
自己負担分を助成

65 歳以上 70 歳未満で、①②のいずれかに該当する人

　・一人暮らし（所得制限あり）
　・満 60 歳以上の人のみの世帯（所得制限あり）
　・所得税が課せられない世帯

①身体障害者手帳 1 級または 2 級を持っている
②療育手帳 A 相当（IQ35 以下）
③身体障害者手帳 3 級を持ち、療育手帳 B 相当
　（IQ50 以下）
④精神障がいのある人で障害基礎年金 1級また　
　は 2 級を受給している

②昭和 25 年 8 月２日以降に生まれ、所得税
　が課せられない世帯の人

①昭和 25 年 8 月 1 日以前に生まれ、次の
　いずれかに該当する人

住民税非課税世帯の人は「一
部負担金限度額適用認定証」
の申請をすると、外来・入院
時の医療費の自己負担額が軽
減されます。

重　　度
心身障害
老人健康
管理事業

市
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

加
入
者
へ
、
７
月
中
旬
以
降
に
次
の

も
の
を
郵
送
し
ま
す
。
届
い
た
ら
内

容
の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先
＝
国
保
医
療
課
（
☎

６４
・
１
３
７
４
）

◎
平
成
３０
年
度
の
保
険
料
決
定
通

知
書保

険
料
の
計
算
方
法
・
軽
減
措
置

は
下
図
の
と
お
り
で
す
。

◎
被
保
険
者
証

今
月
は
更
新
月
で
す
。
氏
名
・
住

所
・
生
年
月
日
・
一
部
負
担
金
割
合

な
ど
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
一
部

負
担
金
割
合
は
、
平
成
２９
年
中
の
収

入
状
況
に
よ
り
判
定
し
ま
す
。

◎
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証

今
月
は
更
新
月
で
す
。
現
在
発
行

し
て
い
る
同
証
の
有
効
期
限
は
７
月

３１
日
で
す
。
平
成
２９
年
中
の
所
得
状

況
に
よ
り
引
き
続
き
対
象
と
な
る
人

に
は
、
８
月
１
日
か
ら
使
用
で
き
る

認
定
証
を
郵
送
し
ま
す
。

【
医
療
費
が
高
額
に
な
る
と
き
は

申
請
を
】

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
は
、
医

療
費
や
入
院
時
の
食
事
代
の
自
己
負

担
額
が
減
額
さ
れ
ま
す
。
必
要
な
人

は
、
事
前
に
同
証
の
申
請
を
お
願
い

し
ま
す
。

ま
た
、
８
月
以
降
、
自
己
負
担
割

合
３
割
の
人
も
限
度
額
適
用
認
定
証

が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

市税などの納期限

市・府民税
（第1期）

税務課
☎64-1318

後期高齢者
医療保険料
（第1期）

国保医療課
☎64-1374

国民健康保険税
（第2期） 7月31日㈫

国保医療課
☎64-1332

種別 納期限 問合せ先

【事例①】古い扇風機で火災！
製造から10年以上経っている製品で、
発火事故が多く発生しています。長期間
の使用で部品が劣化し、異常に発熱した
り火花が出たりして、周囲のほこりなど
に着火することで起こります。
次のような症状がある場合は、使用を
中止してください。
▼羽根にひびが入っている
▼羽根の回転が遅い・不規則

▼回転時に異常な音や振動がする
▼モーターが異常に熱い・焦げ臭い
▼電源コードが折れ曲がっている・破
損している
▼スイッチを入れても回らないが、叩
くと回り出す
【事例②】カセットコンロで爆発！
アウトドアや家庭内で便利なカセット
コンロ。使い方を誤ると爆発を起こすこ
とがあります。
▼コンロ全体を覆うような大きな鉄板
を使うと、ボンベが熱くなり破裂するこ

とがあります。
▼炭の火おこしなど調理以外に使用し
ないでください。
▼五徳を裏返して使用すると、炎が本
体内に入り、ボンベが熱くなり破裂する
ことがあります。
▼ボンベを車内など高温になるところ
に置くと、内圧が上がって破裂すること
があります。
【問合せ先】
消費生活センター（産業振興課内、☎
63-1240〈平日午前 9時～午後 4時。正
午～午後 1時を除く〉）

家庭の省エネ度合いを簡易診
断し、身近にできる省エネ・節
電の取り組み例を紹介します。
日にち＝ 7月 4日㈬
時間＝午前 10 時～午後 2時
場所＝市役所 2 階市民ロ
ビー
問合せ先＝きょうたなべ環
境市民パートナーシップ事務
局（環境課内、☎ 64-1366）

ご用心！

七夕ライトダウン七夕ライトダウン

日にち＝7月7日㈯
時間＝午後8時～10時

環境省は、地球温暖化防止の
ため、ライトアップ施設や家
庭の電気の消灯を呼びかけ
る「ＣＯ２削減／ライトダウ
ンキャンペーン」を行ってい
ます。七夕の夜は、電気を消
して星空を眺めませんか。

省エネにご協力を

夏の省エネ・節電相談所

市役所では、温室効果ガスの排出を抑制するため、
10 月 31 日まで夏のエコスタイルキャンペーンを行って
います。
期間中、空調の設定温度を 28℃とし、ノーネクタイ・
ノー上着で業務を行いますので、ご理解とご協力をお願
いします。
市民の皆さんも、熱中症などに十分注意し、無理のな
い範囲で省エネにご協力をお願いします。

私たちは日常生活の中でさま
ざまな電化製品を利用していま
す。消費電力の内訳を見ると、
約 4 割は、冷蔵庫（14.2％）・
照明器具（13.4 ％）・テレビ
（8.9％）・エアコン（7.4％）に
使われています。
これらを省エネできれば、温
室効果ガスを削減できるだけで
なく、家計の節約にもつながり

ます。
◎エコ行動にLet'sチャレンジ！
▼冷蔵庫にものを詰めすぎな
い
▼白熱電球からLED
電球に取り換える
▼テレビや照明をこ
まめに消す
▼一部屋に集まって過ごす
▼入浴するときは、家族みん
なで間を空けずに入る
▼家電製品を買い換えるとき
は、省エネ製品を選ぶ
▼使用していない家
電製品のプラグを抜く

シリーズ②夏に起きやすい事故にご注意！

問環境課 ☎64-1366問環境課 ☎64-1366
エコで快適な夏を過ごそう！

　保険料額＝47,890 円＋(総所得金額など－33万円）×9.39％

所得に応じた軽減措置

保険料額の計算方法

※所得割額の軽減は廃止されました。

◎均等割額の軽減（被保険者全員と世帯主の所得の合計で判定）
　所得が基準以下の人は、保険料の均等割額が軽減されます。

後期高齢者医療に加入する前日まで健康保険（国民健康保険・
国民健康保険組合を除く）の被扶養者だった人は、所得割は掛
からず、均等割額が 5割軽減されます。

被扶養者だった人の軽減措置

※詳しくは、新しい被保険者証に同封する「後期高齢者医療
　制度のしくみ」を確認してください。

（均等割額） （所得割額）

健幸健幸
11Pt

パスポートパスポート

みんなで チャレンジ

アクション！
ECOエコ 問環境課

☎64-1366

シリーズ①　エコな暮らし編①

参考：製品評価技術基盤機構ホームページ

後　期
高齢者
医   療
届いたら確認を !

健幸健幸
11Pt

パスポートパスポート
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